
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
八
年
三
月
十
七
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
社
会
福
祉
法
人
の
経
営
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
に
は
、
評
議
員
、
理
事
等
の
人
材
の
確
保
や
会
計
監
査
人
の
導

入
等
、
社
会
福
祉
法
人
に
と
っ
て
新
た
に
様
々
な
負
担
も
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
特
に
小
規
模
の
法
人
に
つ
い
て
は
、

今
後
も
安
定
し
た
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
に
万
事
遺
漏
な
き
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
人
材
の
確
保
が
困
難
な
地

域
に
あ
る
法
人
に
つ
い
て
も
必
要
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
社
会
福
祉
法
人
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な
識
見
を
有
す

る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
自
治
体
等
が
行
う
研
修
等
の
取
組
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

二
、
事
業
運
営
の
透
明
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
る
財
務
諸
表
等
の
収
集
、
分
析
及
び
活
用
並
び
に
国
に
よ
る

全
国
的
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
国
民
、
特
に
利
用
者
が
社
会
福
祉
法
人
の
経
営
状
況
を
了
知
で

き
、
か
つ
、
外
部
評
価
に
耐
え
ら
れ
る
内
容
と
な
る
よ
う
、
分
か
り
や
す
い
評
価
尺
度
を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。

三
、
い
わ
ゆ
る
内
部
留
保
の
一
部
と
さ
れ
る
社
会
福
祉
法
人
が
保
有
す
る
純
資
産
の
額
か
ら
事
業
の
継
続
に
必
要
な
財
産
額
を



控
除
等
し
た
「
社
会
福
祉
充
実
残
額
」
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
経
営
に
支
障
を
来
す
も
の
と
な
ら
な
い

よ
う
、
事
業
の
継
続
に
必
要
な
財
産
額
が
適
切
に
算
定
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
統
計
等
に
よ
り
把
握
さ
れ

る
他
産
業
の
民
間
企
業
の
従
業
員
の
賃
金
等
の
水
準
を
所
轄
庁
か
ら
所
管
法
人
に
示
す
よ
う
要
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
社

会
福
祉
充
実
残
額
」
を
保
有
す
る
社
会
福
祉
法
人
が
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
賃
金
等
の
水
準

を
斟
酌
し
た
上
で
、
社
会
福
祉
事
業
を
担
う
人
材
の
適
切
な
処
遇
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
の
重
要
性
の

周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。

四
、
事
業
の
継
続
に
必
要
な
財
産
額
が
確
保
で
き
な
い
、
財
産
の
積
立
不
足
が
明
ら
か
な
法
人
に
対
し
て
は
、
必
要
な
支
援
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

五
、
地
域
公
益
活
動
の
責
務
化
に
つ
い
て
は
、
待
機
児
童
、
待
機
老
人
へ
の
対
応
等
、
本
来
の
社
会
福
祉
事
業
を
優
先
す
べ
き

で
あ
り
、
社
会
福
祉
法
人
の
役
割
と
福
祉
の
公
的
責
任
の
後
退
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
法

人
設
立
の
主
旨
で
あ
る
自
主
性
と
社
会
福
祉
事
業
の
適
切
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
過
度
の
負
担
を
求
め
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

六
、
社
会
福
祉
法
人
の
所
轄
庁
に
つ
い
て
は
、
指
導
監
督
等
の
権
限
が
都
道
府
県
か
ら
小
規
模
な
一
般
市
に
も
委
譲
さ
れ
て
い



る
こ
と
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
等
の
新
た
な
事
務
が
増
え
る
こ
と
か
ら
、
所
轄
庁
に
対
し
適
切
な
支
援
を
行
う
と
と

も
に
、
一
部
の
地
域
に
お
い
て
独
自
の
取
扱
い
が
散
見
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ま
た
、
指
導
監
督
が
法
定

受
託
事
務
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
指
導
監
督
に
係
る
国
の
基
準
を
一
層
明
確
化
す
る
こ
と
で
、
そ
の
標
準
化
を
図
る
こ

と
。

七
、
社
会
福
祉
法
人
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
高
い
能
力
を
発
揮
す
る
人
材
の
雇
用
及
び
職
員
全

体
で
職
務
を
補
い
合
う
業
務
体
制
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
労
働
基
準
法
、
労
働
安
全

衛
生
法
等
の
労
働
関
係
法
令
の
確
実
な
遵
守
並
び
に
業
務
に
関
す
る
規
程
の
整
備
及
び
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
、
現
下
の
社
会
福
祉
事
業
に
お
け
る
人
材
確
保
が
困
難
な
状
況
に
鑑
み
、
介
護
人
材
を
始
め
と
す
る
社
会
福
祉
事
業
等
従
事

者
の
離
職
防
止
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
介
護
報
酬
、
障
害
福
祉
報
酬
の
改
定
に
よ
る
影
響
を
注
視
し
な
が

ら
、
職
員
の
処
遇
の
実
態
を
適
切
に
把
握
し
た
上
で
、
人
材
確
保
の
た
め
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま

た
、
介
護
人
材
の
現
状
を
正
し
く
把
握
し
、
必
要
な
人
材
を
養
成
・
確
保
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
量
の
み
な
ら
ず
質
に

つ
い
て
も
適
切
に
評
価
で
き
る
手
法
を
検
討
す
る
こ
と
。



九
、
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
制
度
の
公
費
助
成
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
確
保
の
状
況
及
び
本
共
済
制
度
の

財
務
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
法
人
経
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
障
害
者
支
援
施
設
等
の
経
営
実
態
等
を
適
切
に

把
握
し
た
上
で
報
酬
改
定
を
行
う
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
公
費
助
成
の
廃
止
の
対
象
と

な
っ
た
法
人
の
う
ち
、
本
共
済
制
度
か
ら
脱
退
し
た
法
人
及
び
新
規
採
用
者
を
本
共
済
制
度
の
対
象
と
し
な
い
法
人
に
対

し
、
社
会
福
祉
事
業
を
担
う
人
材
の
確
保
に
当
た
っ
て
退
職
金
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。

十
、
准
介
護
福
祉
士
の
国
家
資
格
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
間
の
経
済
連
携
協
定
と
の
整
合
を
確
保
す
る
観
点
に
も
配

慮
し
て
暫
定
的
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
と
協
議
を
行
う
等
の
対
応
を
行
う
と
と
も

に
、
当
該
協
議
の
状
況
も
勘
案
し
、
准
介
護
福
祉
士
の
名
称
、
位
置
付
け
を
含
む
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
介
護
福
祉
士
へ

の
統
一
化
も
含
め
た
検
討
を
速
や
か
に
行
い
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
一
、
介
護
職
員
の
社
会
的
地
位
の
向
上
の
た
め
、
介
護
福
祉
士
の
養
成
施
設
ル
ー
ト
の
国
家
試
験
義
務
付
け
を
確
実
に
進
め

る
と
と
も
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
多
様
化
、
高
度
化
、
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
介
護
福
祉
士
が
中
核
的
な
役
割
及
び

機
能
を
果
た
し
て
い
け
る
よ
う
、
引
き
続
き
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

十
二
、
将
来
的
に
福
祉
職
、
介
護
職
に
就
く
人
材
を
増
や
す
べ
く
、
現
在
中
学
・
高
校
教
育
に
お
け
る
福
祉
及
び
介
護
に
関
わ



る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
体
験
率
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
状
況
も
勘
案
し
、
関
係
府
省
と
連
携
し
て
、
福
祉
及
び
介
護
に
関

わ
る
基
礎
的
理
解
と
経
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

十
三
、
介
護
職
員
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
の
た
め
の
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
処
遇

改
善
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
等
に
よ
り
処
遇
改
善
に
関
す
る
措
置
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
人
材
確
保
に
支
障
を
来
さ
ぬ
よ
う
処
遇
改
善
に
資
す
る
措
置
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
正
規
・
非

正
規
、
フ
ル
タ
イ
ム
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
均
等
・
均
衡
待
遇
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

十
四
、
介
護
職
員
が
抱
え
る
心
的
・
精
神
的
負
担
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
介
護
労
働
が
い
わ
ゆ
る
燃
え
尽
き
症
候
群
を

引
き
起
こ
す
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
介
護
現
場
の
実
態
を
適
切
に
把
握
し
た

上
で
、
産
業
保
健
等
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
面
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
を
行
い
、
施
設
の
労
働
環
境

を
評
価
で
き
る
仕
組
み
の
構
築
を
含
め
た
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
五
、
本
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
の
四
の
規
定
に

基
づ
き
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
に
準
ず
る
休
業
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
雇
用
は
継
続
し
て
い
る
も

の
の
、
や
む
を
得
ず
介
護
の
実
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
倒
産
や
事
業
の
縮
小
・
廃
止
等
の
本
人
の
責
め
に
よ
ら



な
い
離
職
の
場
合
、
疾
病
等
に
よ
り
雇
用
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
困
難
な
場
合
な
ど
実
務
に
従
事
で
き
な
い
こ
と
に
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
適
切
に
配
慮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


